
令和5年度　シルバー人材センター等への発注見通し

番号 件　　　　　名 業務場所 概要 契約相手の選定基準等

1 新道峠送迎バス運行前点検管理業務委託 笛吹市芦川町地内
「FUJIYAMAツインテラス」周辺の安全点検
やトイレの清掃業務を行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R5.11

2 普通財産土地除草作業委託 市内 市有地（普通財産）の除草作業
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

3 庁舎日常清掃業務委託
御坂、一宮、八代、
境川、春日居支所

日常清掃
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

4 清掃業務委託 春日居町加茂 春日居福祉保健センター清掃(868㎡）
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

5 八代分庁舎樹木剪定・消毒・除草・枯葉清
掃作業委託業務

八代支所
八代分庁舎の樹木剪定・消毒・除草・枯葉
清掃作業

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

6 市内史跡除草等作業委託 笛吹市内史跡 市内の史跡等の除草作業等委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第3項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

7 公共施設周辺除草等業務委託 春日居支所周辺
春日居支所周辺の樹木剪定・消毒・除草清
掃作業

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

8 施設通常清掃業務委託
あぐり情報ステー
ション

笛吹市あぐり情報ステーション清掃業務
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

9 休日・夜間施設管理業務委託
あぐり情報ステー
ション

笛吹市あぐり情報ステーション夜間・休日
管理

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

10 市道等除草清掃業務委託 笛吹市内 市道等の除草清掃
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

11 石和温泉駅公衆用トイレ・自由通路・北口
広場等清掃業務

石和町松本 清掃業務　一式
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

12 春日居町駅公衆トイレ等清掃業務委託 春日居町別田 清掃業務　一式
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

13 石和小林公園足湯清掃業務委託 石和町市部 清掃業務　一式
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

14 直営管理公園景観整備業務委託 笛吹市内 公園内清掃・除草・樹木の手入れ等
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

15 笛吹みんなの広場管理業務委託 石和町松本 公園管理人業務
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

16 給食配送車運転手派遣業務委託
一宮学校給食セン
ター

学校給食配送車の運転手の派遣業務
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

17 教育施設等クリーンアップ業務委託 笛吹市内小中学校
各小中学校の害虫駆除、庭木の剪定、伐
採、草刈等

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

18 御坂学童保育クラブ送迎業務委託 御坂東小学校
御坂学童保育クラブを利用する児童の送
迎

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

19 一宮学童保育クラブ送迎業務委託
一宮北小学校
一宮南小学校

一宮学童保育クラブを利用する児童の送
迎

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

20
令和5年度広報ふえふき及び配布物仕分
業務委託

八代総合会館　他
広報ふえふき及び配布物を市民に届ける
ため、広報ふえふき等を行政区の組織に応
じて仕分けを行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

21 笛吹市役所本館、市民窓口館、保健福祉
館　除草・植栽管理等作業委託

本館、市民窓口館、
保健福祉館

庁舎周辺の除草、植栽管理、枯草等清掃、
水路清掃を行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

22 学びの杜みさか夜間・休日管理業務委託 学びの杜みさか
会計年度任用職員不在時(夜間・祭日)の学
びの杜みさかの管理業務を行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

23
農村環境改善センター夜間・休日管理業務
委託

農村環境改善セン
ター

会計年度任用職員不在時(夜間・祭日)の農
村環境改善センターの管理業務を行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

24 令和5年度笛吹市役所御坂支所駐車場・管
理地駐車場・トイレ清掃業務委託

御坂支所敷地内他
御坂支所が管理している駐車場及び外トイ
レの清掃を行う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

25 笛吹市境川観光交流センター除草等業務
委託

笛吹市境川観光交
流センター（寺尾の
湯）

施設内の除草作業、樹木の消毒作業を行
う。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R6.3

26 新道峠送迎バス運行前点検管理業務委託
芦川町上芦川新道
峠

送迎バスルート上の安全管理及び仮設トイ
レの清掃

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.4 ～ R5.11

27 水道施設草刈・除草作業業務 笛吹市内 市内水道施設草刈作業
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.5 ～ Ｒ5.12

28 甲斐国分寺跡発掘作業委託 一宮町国分 史跡甲斐国分寺跡発掘調査の作業委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第3項に規定するシルバー人材センターである)による。

R5.9 ～ R6.3

29 笛吹市高齢者等ごみ出し支援事業業務委
託

笛吹市内
自分で集積場所まで排出することが困難であり、かつ、親族や近隣住民から協
力を得ることができない高齢者の可燃ごみの個別収集を行う。（ワンコインサー
ビスを活用し、市で1回の利用につき半額の２５０円を助成）

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律第41条第3項に規定するシルバー人材センターである)による。

契約日 ～ R6.3

業務予定期間

　地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づくシルバー人材センター等からの役務の提供を受ける契約並びに障害者支援施設等から物品を買い入れたり役務の提供を受ける契約に
ついて、笛吹市財務規則第182条第6項の規定に基づく手続きにより随意契約の発注見通し（契約予定金額50万円以上のもの）を公表します。


